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寄
贈
い
た
だ
き
ま
し
た

　

松
本
脩
様
か
ら
、
結
城
紬
機
織

り
機
を
寄
贈
い
た
だ
き
ま
し
た
。

し
も
つ
け
風
土
記
の
丘
資
料
館
に

て
、
展
示
し
活
用
さ
せ
て
頂
き
ま

す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

議
会
選
出
監
査
委
員
に

松
本
賢
一
議
員
を
選
任

　

6
月
15
日
、
市
議
会
定
例
会
の

同
意
を
得
て
、
松
本
賢
一
議
員
が

監
査
委
員
に
選
任
さ
れ
ま
し
た
。

　

任
期
は
、
6
月
15
日
か
ら
議
員

の
任
期
で
あ
る
平
成
30
年
4
月
30

日
ま
で
と
な
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

監
査
委
員
事
務
局

　
（
行
政
委
員
会
事
務
局
内
）

　

☎（
32
）８
９
１
６

ダ
イ
ア
パ
レ
ス
自
主
防
災

会
が
防
災
訓
練
を
実
施

ダ
イ
ア
パ
レ
ス
自
主
防
災
会
が

6
月
5
日
に
祇
園
小
学
校
に
お
い

て
、
防
災
訓
練
を
行
い
ま
し
た
。

防
災
訓
練
で
は
石
橋
消
防
署
署

員
の
指
導
の
も
と
、
消
火
器
の
使

い
方
や
応
急
手
当
の
方
法
、
煙
体

験
、
起
震
車
で
の
地
震
体
験
な
ど

を
行
い
ま
し
た
。

ま
た
、
市
所
有
の
ダ
ン
ボ
ー
ル

ベ
ッ
ト
を
使
用
し
、
組
み
立
て
の

簡
易
性
や
重
さ
、
空
気
の
層
に
よ

る
温
か
さ
な
ど
を
体
験
し
ま
し
た
。

参
加
者
か
ら
は
、
日
頃
か
ら
防

災
に
対
す
る
意
識
づ
く
り
と
繰
り

返
し
の
訓
練
が
必
要
と
の
声
が
あ

り
ま
し
た
。

国
民
健
康
保
険
税
の
納

税
通
知
書
を
発
送

　

平
成
28
年
度
国
民
健
康
保
険
税

（
当
初
・
過
年
度
）
の
納
税
通
知

書
を
７
月
15
日
㈮
に
発
送
し
ま
す
。

　

７
月
以
降
に
加
入
・
脱
退
等
の

手
続
き
を
さ
れ
た
方
へ
は
８
月
以

降
に
税
額
変
更
の
通
知
書
を
発
送

し
ま
す
。

※
国
民
健
康
保
険
に
加
入
・
脱
退

す
る
と
き
は
、
届
け
出
が
必
要
で

す
。
手
続
き
が
お
済
み
で
な
い
方

は
お
早
め
に
市
民
課
保
険
年
金
グ

ル
ー
プ
へ
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ

い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課

　

☎（
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）８
８
９
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介
護
保
険
料
・
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
の
納

入
通
知
書
を
発
送

　

平
成
28
年
度
保
険
料
の
納
入
通

知
書
を
７
月
15
日
㈮
に
発
送
し
ま

す
。

　

な
お
、
保
険
料
を
年
金
か
ら
天

引
き
さ
れ
て
い
る
方
へ
の
お
知
ら

せ
（
10
月
か
ら
翌
年
８
月
ま
で
の

金
額
）は
、９
月
に
発
送
予
定
で
す
。

　

ま
た
、
所
得
の
更
正
に
よ
り
保

険
料
が
変
更
に
な
っ
た
時
や
、
転

入
・
転
出
な
ど
に
よ
り
、
納
付
方

法
が
変
わ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
際
は
随
時
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

※
平
成
27
年
度
に
年
金
か
ら
の
天

引
き
で
納
め
て
い
た
場
合
で
も
、

年
度
途
中
で
納
付
が
完
了
し
た
場

合
や
、
年
金
担
保
の
貸
付
を
行
っ

た
場
合
等
は
、
納
入
通
知
書
で
の

納
付
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

通
知
が
届
き
ま
し
た
ら
、
必
ず
内

容
の
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課

　

☎（
32
）８
８
９
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平
成
27
年
中
に
家
屋
を
新
築
等

に
よ
り
取
得
さ
れ
た
方
へ

　

平
成
27
年
中
に
家
屋
を
新
築
、

増
築
及
び
改
築
に
よ
り
取
得
さ
れ

た
方
に
対
し
、
７
月
に
不
動
産
取

得
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

納
税
通
知
書
が
お
手
元
に
送
付

さ
れ
た
方
は
、
納
期
限
７
月
29
日

㈮
ま
で
に
、
最
寄
り
の
金
融
機
関

ま
た
は
県
税
事
務
所
窓
口
に
て
納

税
し
て
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

栃
木
県
税
事
務
所

　

☎
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２
８
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不
審
な
電
話
に
ご
注
意

く
だ
さ
い

　

不
審
な
電
話
な
ど
が
あ
っ
た
場

合
は
、
迷
わ
ず
左
記
ま
で
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

・
警
察
相
談
専
用
電
話

　

＃
９
１
１
０（
全
国
共
通
）

■
次
の
よ
う
な
電
話
は
詐
欺
で
す

〇
携
帯
電
話
の
番
号
が
変
わ
っ
た

〇
会
社
の
携
帯
電
話
だ
か
ら
登
録

し
て
お
い
て

〇
会
社
の
お
金
を
使
い
込
ん
だ
。

監
査
で
ば
れ
る
と
ク
ビ
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生

し
た
こ
と
を
口
実
に
し
て
・
・
・

〇
●
●
時
ま
で
に
用
意
し
な
い
と

　

な
ど
と
言
い
、
支
給
お
金
が
必

要
で
あ
る
と
も
ち
か
け
て
き
ま
す
。

と
こ
ろ
が
そ
の
後
・
・
・

〇
自
分
は
手
続
き
な
ど
を
す
る
た

め
行
け
な
く
な
っ
た
の
で
、
部
下

を
向
か
わ
せ
る

〇
会
計
士
が
取
り
に
行
く

　

な
ど
と
言
っ
て
現
金
を
自
宅
に

取
り
に
来
て
持
っ
て
い
く
と
い
う

手
口
で
す
。

家
族
み
ん
な
で
防
ご
う

高
齢
者
詐
欺
！

■
問
い
合
わ
せ
先

　

安
全
安
心
課
☎（
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）８
８
９
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くらしの情報


